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 号 外⑵  

  目      次  
    
   規  則 

 ○富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が 

  処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則          １ 
 

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規     則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理

する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成30年12月17日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第62号 

   富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市    

   町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理 

する事務の範囲を定める規則（平成12年富山県規則第35号）の一部を次のように改 

正する。 

 第５条の表の22の２の項の次に次のように加える。 
 

 
22の３ 特例条例別表第４第24 
 
 の３項に規定する富山県肝が 
 
 ん・重度肝硬変治療研究促進 
 
 事業に関し知事が定める事務 
 
 のうち、施行規則で定めるも 
 
 の 
 

 
⑴ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加 
 
 者証交付申請書、肝がん・重度肝硬変治療研 
 
 究促進事業参加終了申請書、変更届、再交付 
 
 申請書及び転入届の受理及び県への送付 
 
⑵ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療 
 
 費償還払い請求書の受理及び県への送付 
 

   附 則 

毎週月.水.金曜日発

行 

平成30年12月17日 

月 曜 日 
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 この規則は、公布の日から施行する。 

                            （市町村支援課）  
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